
企業価値向上に向けた海外資本活用に関する研究会

の運営について 

 企業価値向上に向けた海外資本活用に関する研究会の運営は、以下の

とおりとする。 

⚫ 委員等による率直かつ自由な意見交換を確保するため、本研究会は非
公開とする。

⚫ 本研究会における事務局資料については、率直かつ自由な意見交換に
支障のない範囲で、原則として公開するものとする。

⚫ 議事要旨については、上記問題に当たらぬよう、作成し、公開する予
定。
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